
○
通
商
産
業
省
告
示
第
七
百
四
十
二
号

輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
別
表
第
五
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ

れ
ら
の
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
無
償
で
輸
出
す
べ
き
も
の
と
し
て
無
償
で
輸
入
し
た
貨
物
及
び
無
償

で
輸
入
す
べ
き
も
の
と
し
て
無
償
で
輸
出
す
る
貨
物
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
昭
和
六
十
二
年
通
商
産
業
省
告
示
第
四
百
八
十
七
号
（
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
二
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
に
規

定
に
基
づ
き
、
こ
れ
ら
の
号
に
規
定
す
る
通
商
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
無
償
で
輸
出
す
べ
き
も
の
と
し
て
無
償
で
輸
入
し

た
貨
物
お
よ
び
無
償
で
輸
入
す
べ
き
も
の
と
し
て
無
償
で
輸
出
す
る
貨
物
を
定
め
る
等
の
件
）
は
平
成
十
三
年
一
月
五
日
限
り

、
廃
止
す
る
。

平
成
十
二
年
十
二
月
十
八
日

通
商
産
業
大
臣

平
沼

赳
夫

【
最
終
改
正
】
平
成
二
十
二
年
四
月
九
日
経
済
産
業
省
告
示
第
九
十
一
号



一

無
償
で
輸
出
す
べ
き
も
の
と
し
て
無
償
で
輸
入
し
た
貨
物
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
貨

物
並
び
に
４
の
項
に
規
定
す
る
貨
物
の
う
ち
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
二
の
二
一
の
二
の
項
及
び
三
五
の
二
の
項
の
中
欄
に

掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
同
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
地
域
を
仕
向
地
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）

１

本
邦
か
ら
輸
出
さ
れ
た
貨
物
で
あ
っ
て
、
本
邦
に
お
い
て
修
理
さ
れ
た
後
再
輸
出
さ
れ
る
も
の

２

本
邦
に
お
い
て
映
画
を
撮
影
す
る
た
め
に
入
国
し
た
映
画
製
作
者
が
輸
入
し
た
映
画
撮
影
用
の
機
械
及
び
器
具

３

輸
出
す
る
貨
物
の
部
分
品
又
は
附
属
品
と
し
て
、
輸
出
す
る
貨
物
に
簡
単
な
取
付
け
若
し
く
は
は
り
付
け
を
し
又
は
輸

出
す
る
貨
物
と
と
も
に
封
入
し
て
輸
出
す
る
た
め
に
輸
入
し
た
貨
物

４

本
邦
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
博
覧
会
、
展
示
会
、
見
本
市
、
映
画
祭
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（
第
一
号
５
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
外
国
か
ら
出
品
さ
れ
た
貨
物
で
あ
っ
て
、
当
該
博
覧
会
等
の
終
了
後
返
送
さ
れ
る
も
の

５

保
税
展
示
場
で
開
催
さ
れ
た
国
際
博
覧
会
、
国
際
見
本
市
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
運
営
又
は
こ
れ
ら
の
施
設

の
建
設
、
維
持
若
し
く
は
撤
去
の
た
め
に
必
要
な
貨
物
で
あ
っ
て
、
当
該
国
際
博
覧
会
等
の
終
了
後
返
送
さ
れ
る
も
の

６

物
品
の
一
時
輸
入
の
た
め
の
通
関
手
帳
に
関
す
る
通
関
条
約
（
Ａ
Ｔ
Ａ
条
約
）
第
一
条

に
規
定
す
る
Ａ
Ｔ
Ａ
カ
ル
ネ

（ｄ）

（
以
下
「
通
関
手
帳
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
輸
入
さ
れ
た
貨
物
で
あ
っ
て
、
通
関
手
帳
に
よ
り
輸
出
さ
れ
る
も
の



二

無
償
で
輸
入
す
べ
き
も
の
と
し
て
無
償
で
輸
出
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
１
、
２
及
び
６
の
項
に
規
定

す
る
貨
物
で
あ
っ
て
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）

１

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
冬
季
大
会
、
ア
ジ
ア
競
技
大
会
及
び
ユ
ニ
バ
シ
ア
ー
ド
大
会
に
参
加
す
る

た
め
に
出
国
す
る
選
手
、
選
手
団
の
役
員
そ
の
他
の
当
該
運
動
競
技
会
関
係
者
が
携
帯
し
、
又
は
別
送
し
て
当
該
運
動
競

技
会
の
用
に
供
す
る
た
め
に
輸
出
す
る
貨
物

２

通
関
手
帳
に
よ
り
輸
入
す
べ
き
も
の
と
し
て
通
関
手
帳
に
よ
り
輸
出
さ
れ
る
も
の

３

国
際
緊
急
援
助
隊
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
九
十
三
号
）
に
基
づ
き
派
遣
さ
れ
る
国
際
緊
急
援

助
隊
が
国
際
緊
急
援
助
活
動
の
用
に
供
す
る
た
め
に
輸
出
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
当
該
援
助
活
動
の
終
了
後
本
邦
に
輸
入

す
べ
き
も
の

４

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
に
基
づ
き
派
遣
さ
れ
る

国
際
平
和
協
力
隊
、
海
上
保
安
庁
の
船
舶
又
は
航
空
機
の
乗
組
員
た
る
海
上
保
安
庁
の
職
員
及
び
自
衛
隊
の
部
隊
等
（
自

衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
部
隊
等
を
い
う
。
）
が
国
際
平
和
協
力
業
務
の
用



に
供
す
る
た
め
に
輸
出
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
当
該
業
務
の
終
了
後
本
邦
に
輸
入
す
べ
き
も
の

５

原
子
力
事
故
又
は
放
射
線
緊
急
事
態
の
場
合
に
お
け
る
援
助
に
関
す
る
条
約
に
基
づ
く
援
助
の
用
に
供
す
る
た
め
に
援

助
を
要
請
す
る
締
約
国
に
輸
出
さ
れ
る
資
材
又
は
機
材
で
あ
っ
て
、
当
該
援
助
の
終
了
後
本
邦
に
輸
入
す
べ
き
も
の

６

貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
通
商
産
業
省
令
第
八
号
）
第
九
条
第
二
項
第
三
号
に
該
当
す
る

技
術
協
力
で
あ
っ
て
国
際
協
力
機
構
が
派
遣
す
る
専
門
家
が
行
う
も
の
の
用
に
供
す
る
た
め
に
輸
出
さ
れ
る
貨
物
で
あ
っ

て
、
当
該
技
術
協
力
の
終
了
後
本
邦
に
輸
入
す
べ
き
も
の

附

則

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
第
一
号
（
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
に
限
る
。
）
及
び
第
二
号
（
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す

る
貨
物
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
十
三
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。


